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令和元年度第２回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時  令和元年８月８日（木）午後２時から午後４時まで 

２ 開催場所  鎌倉市役所本庁舎２階 第２委員会室 

３ 出 席 者   猿田会長、川口委員、亀山委員、小田委員、坂本委員 

熊田委員、村田委員、山本委員、中村委員、廣瀬委員 

４ 事 務 局  能條環境部長、植地環境部次長、戸川課長補佐、兼村職員、古賀職員、

島田嘱託職員 

５ 議  題 １.鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）計画素案について 

      ２.ワーキンググループでの検討状況について 

   ３.その他 

 

 

６ 配付資料 

  （事前配布資料） 

資料（１）「鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）計画素案 2019/8/5 案」 

資料（２）「ワーキンググループでの意見・修正内容」 

 資料（３）「鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定及びカーボン・マ

ネジメント強化事業に係る維持修繕（既存照明器具の LED 化）実施ス

ケジュール表」 

 

（当日貸出資料） 

  ・第３期鎌倉市環境基本計画 

  ・平成30年度版かまくら環境白書（平成29年度実績） 

  ・鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画 

 

７ 会議内容 

  出席人数の確認後、配布資料の確認を行い議事に入りました。 

 

議題１ 「鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）計画素案について」 

猿田会長 それでは議題に入ります。議題（１）「鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）計画素案について」と議題（２）「ワーキンググループでの検討状況について」

を一括して、事務局から説明をお願いします。  

戸川補佐 議題１「鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）計画素案について」と

議題（２）「ワーキンググループでの検討状況について」を一括して説明。  

猿田会長 ただいま「鎌倉市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）計画素案について」

と議題（２）「ワーキンググループでの検討状況について」説明がありました。ご質問、

ご意見はございますか。 
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廣瀬委員 お疲れ様でした。この計画は法律に基づく計画ということで実施されています

が、一番肝心なところというのは、削減目標とそれをどうやって達成させていくかとい

う結論だと思っていますが、そういう意味では25ページのこれまでの基準年度になる

2013年度と2017年度までの実績、それから目標年度の2030年度までに何パーセント減ら

していくか、この表の上では40.2％になるようになっております。それと同じように大

事なのが、その次の26ページの作りこみ、あとロードマップですとか、そういうところ

になってくるのかと思うのですが、その認識でまずよろしいでしょうか。これまでの実

績に比べて、削減目標までの道のりが遠いっていう疑問がありまして、例えば、行政施

設、文化、福祉、スポーツ施設、その他施設も結構な道のりの遠さを感じるのですけど

も、その辺は、こういう手法をとることによって、これまでの実績からこの記載の通り

の効果が出る裏づけはされているんですね、という質問です。 

戸川補佐 はい。省エネルギー診断を詳細なものと簡易的なものと、全部で９施設で行い

ました。それぞれの施設分類からエネルギー消費量の多い所を選んで診断を行っており

まして、それで、そこから運用の改善であったり、機器の導入、機器の交換をすること

によって、減らせるエネルギーの使用量、温室効果ガスの排出量について算出をいたし

ておりまして、その取組をそれぞれの施設分類に、同様に波及させることによって、数

字を積み上げております。先ほどの25ページでございますが、2030年度までにエネルギ

ーの使用量等によって減らす数値をまず出しておりまして、さらにエネルギーミックス

による国の排出係数、2030年度に想定されている排出係数がありますので、それらを使

うことによってさらに12,920トンまで減るという計算をしております。それで40.2％が

達成できるという組み立てになっております。 

廣瀬委員 達成可能な積み上げの数字だということでおっしゃっているので、そこは確認

しました。その中で下水道施設ですけれども、27ページに下水処理施設の方針、「将来

的には」というのは、計画期間内なのかわかりませんけども、処理場の一元化という記

述があるんですね。もし計画期間内でなければここには記述する必要がないんですけど

も、ここは億でいうと３桁、４桁になることが記述されているので、たまたま今、総合

計画も策定していますよね。そちらのほうとの整合性をとっていらっしゃるのですか。

まずは処理場の一元化というのは射程に入っているのかということをお聞きします。 

戸川補佐 一元化につきましては、あくまで将来的にそういうことを行うという考えがあ

るとの記述でございまして、計画期間内に一元化を見込んでいないです。ですので、こ

この部分は数値には見込んでないのですけども、こういう考えがあってこれが出来れば

40.2％よりさらに削減できる。そういう意味の文章でございます。 

廣瀬委員 そこまでの事業は考えていないということですね。だからロードマップの方に

もそこまでは記述してないということでよろしいでしょうか。わかりました。結構です。 

猿田会長 はい。他に。 

村田委員 二つあります。最初はＳＤＧｓの３ページのところです。各ページにＳＤＧｓ

のロゴが入ったという点が、市がＳＤＧｓを具体的な施策の中に反映しようとされてい

る姿勢が感じられて、よい印象をもちました。それに関して、ＳＤＧｓの17項目のうち、
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各ページの施策の関連する部分に該当するロゴが入っていますという説明書きが最初の

方に入っていると、それ以降のページのロゴを見たときに、そのロゴがどのような意味

をもつのか照らし合わせて理解しやすく良いのではと思います。また、26ページの学校

施設のところです。エアコンが各学校に導入され、省エネに配慮された機器が導入され

たということですが、ハード面で機器を整備するのと一緒に、先生方が、温度設定をち

ゃんと決められた温度にするとか、子ども達もエアコンをつけている間は、ドアを開け

っ放しにしないとか、ソフト面の環境教育、省エネ教育も指導しますという配慮がある

といいと思いました。ここに書くべきことかはわからないのですが。 

猿田会長 そのへんね。どうなの。教育委員会との関係ですよね。教育委員会が先生方あ

るいは児童、中学生なら生徒に対してどういう教育をするか、ここでどこまで明確にし

なければいけないのか。委員会が日常の生活の中での有り様をどう指導していくのかと

いうことでもあるわけで。教育委員会の有り様もあるよね。それを書かなきゃいけない

かどうか。私には疑問だと思うけど。そうなると、いろんなところでいちいちやらなき

ゃいかんので、それぞれの担当教官がどれだけ責任を持つかということも大事なんだよ

ね。今たまたま26ページで出たので、そこでちょっと聞きたいんだけども、学校施設が

話題に出ているから聞きたいんだけど、「学習環境を損なわないように配慮しながら、

設備機器の計画的な設備更新を実施し、温室効果ガス削減を推進します。なお、普通教

室に導入する空調機器についても温室効果ガス排出量が少ないものにします。」と書い

てあるね。少ない物にする。まず、これを動かすには電気が必要ですね。電気はどうい

う電気を使うかにもよる。再生可能エネルギーなのか、それこそ石炭火力なのか、いろ

いろあるわけだけども、その問題もある。機器そのものが効率のいいものでなきゃ、排

出量少なくならないよね。この辺の表現がどうなんだろうなと思ってね。空調機につい

ても排出量が少なく、端的に言えば高効率のものを購入します、だよね。基本的にはど

ういう電力を使うかなので。鎌倉市がどういう電力会社と契約するかという、私は自治

体の省エネのお手伝いもやっていて、毎年電力契約の更新でそれのチェックを頼まれて

やっているんだけどね。大手電力を使ってないで、むしろ民間の電力を使っているんで

すけども。その辺もどうなるかな。ちょっと検討して、と思うのですけど。それから、

ＳＤＧｓのロゴの３ページ。今日の入れ替えが有ったりして、ロゴが全部、３ページに

書いてあるからわかりいいよね。まずこういうのがあるんだと。その後で、いろいろな

ところで関係するロゴをまた項目ごとに入れてきたけども、これはこれで、全部揃って

いるのも欲しい気はするよね。今日入れ替えた３ページのじゃなくて、入れ替えたのも

分かりいいけども、３ページに全体のがあって、その中での個別のロゴですよ、という

のが、分かりやすい気がするけどね。どれだけあるのかなと一目瞭然でわかるよね。そ

の中のどれを使っているのですよというのは。全体のがあるとＳＤＧｓのロゴがあちこ

ちいろんなところで使われているし、言葉にも出てくる。全体としてこういうのがある

んですよ。その中のこれを使っているんですよとする方が分かり易い気がするけどね。 

戸川補佐 確かに 17 全部があって。載せ方を考えてみます。 

猿田会長 作り方もあるだろうから、その関係もあるんで、変なとこで切れてしまっても
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困るんで、そういわれると難しいのだけど、工夫してみたらどうかな。 

植地次長 ＳＤＧｓは確かにさまざまな場面で言葉は使われているのですが、内容につい

て皆さん把握しきれてないので、資料編として添付して説明することもできますが。 

猿田会長 コラムにして入れてもいいのかもしれない。 

植地次長 はい。わかりました。 

猿田会長 工夫して。 

熊田委員 25ページの表4-1の一番右の欄に（B）/（A）とありますね。ここは削減率です

から、（B）を（A）で割ってしまったら、削減率にならないのではありませんか。 

戸川補佐 そうですね。１から引かなくてはいけないですね。 

熊田委員 こういう表現をしておくと間違えやすい。 

戸川補佐 ありがとうございます。すみません。 

猿田会長 56.8％。 

熊田委員 （B）/（A）と書いてあるとこの表の中で（B）を（A）で割るという意味にな

ります。 

戸川補佐 １－（A）分の（B）としないといけません。ありがとうございます。 

猿田会長 適切なご指摘をありがとうございます。 

川口委員 確認ですが、市役所の移転の話で、2028年が移転ということなので、現行の数

字で計算すると矛盾するのではないかということが少し気になります。結局計算は難し

いとの結論で、それはやらないという結果になったのでしょうか。 

戸川補佐 35ページに記載の鎌倉市本庁舎等整備基本構想というのが今年の７月に出まし

て、その中でネット・ゼロ・エネルギービルについても検討していくということで、そ

うなればそこでの一次エネルギーの消費量が正味ゼロです。この新庁舎と区別するため

に、37ページでは、鎌倉市役所（現行庁舎）という記載をしております。 

川口委員 予定通り出来てきたとすると、ここの部分が、文化施設というのでしょうか、

図書館的なものに代わるような文化施設とセットで出ていると思うのですけども、それ

ももちろん入れないですか。 

戸川補佐 現行庁舎を使い続けた時には37ページで算出をしまして、移転した新庁舎は、

ネットゼロなのでプラスマイナスゼロということで、排出量は増えないということです。 

川口委員 ある程度計画が明らかになってきたら、また計算し直されるのですか。 

戸川補佐 そうですね。この計画自体５年後には見直しを考えておりますので。 

川口委員 ５年後にはそのころにはだいぶ進んでいる。 

猿田会長 ある程度は見通せるのかな。 

川口委員 わかりました。ありがとうございます。 

猿田会長 ネット・ゼロ・エネルギービルは現実にはどうなの。 

川口委員 どうなんでしょうね。結構最近、割と市役所の移転計画が多くて横浜も今度変

わりますし、茅ヶ崎とか藤沢とか。 

猿田会長 藤沢も変わりましたよね。だいぶ良くなったけど。 

川口委員 長岡市の庁舎ではナカドマというスペースがあるのですが、ここは自然光をか
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なり使っていて、空気が流れやすくなって、風が通るような感じになっていて、このイ

メージに近い感じがします。技術的にも出て来ているのでおそらく新庁舎は、こうした

ゼロ・エネルギービルを意識する必要があると思う。 

猿田会長 効果はある。 

川口委員 ではないでしょうかね。少なくとも現行の古い庁舎とはだいぶ違う。 

猿田会長 どこまで効果があるのかなと思って。 

植地次長 今回35ページにも加えましたように新庁舎につきましては、鎌倉市本庁舎等整

備基本構想という関連計画の中で、全く同じ文章を記載するように調整しておりまして、

温室効果ガス削減に寄与するようZEBを目指しますという計画にしております 

猿田会長 ほかにどうぞ。 

山本委員 資料の１ページ目ですが、ちょっと細かいことなんですが、真ん中に図があり

まして、真ん中に鎌倉市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】とあって、その下にブ

ルーの四角の中に、白抜きの文字で、鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画と書いてある

のですが、いわゆるこれが【区域施策編】のことを言っているのでしょうか、という質

問です。 

戸川補佐 はい。そうです。 

山本委員 それだったら、そう書いたほうがむしろ分かり易いんじゃないですか。今回が

【事務事業編】であって、それ以外にも【区域施策編】というのがあるということを明

確にするんだったら、6ページと9ページで区域施策編と統一したほうがいいのかなと思

いました。 

戸川補佐 ありがとうございます。追記します。 

中村委員 いつものように鎌倉市らしい環境政策をという視点からひとつ申し上げたいの

ですが、例えば35ページの公用車の使用・購入というところがありますけども、これは

当然、こういう施策をされるのはよろしいんですけども、例えば、ここに準公用車とい

うものは出てこないですかね。というのは、例えば、鎌倉らしいということの中に、ひ

とつは、非常に老人が増えているってことが一つ。それからごみも分別が非常に細かく

て、なおかつ市民が非常によくやっているわけです。これは本当に他の地域に比べると

驚くほど分別が細かくて、なおかつ一生懸命みんながそれをやっていらっしゃる。とこ

ろがこれを収集するのが、必ずしも、自治体の車だけではないですよね。いわゆる委託

した事業者にも当然やってもらっているわけですよね。その事業者というのは、準公用

車というカテゴリーに入らないかということがひとつですね。もうひとつは、老人介護

の問題です。鎌倉は非常に老人が増えてきまして、朝７時８時に散歩をしていますと、

路地の中ですれ違う車のほとんどが、老人介護施設に送り迎えをする車なんですね。こ

れは全部が借り上げている車、ほとんどが。いわゆる自家用車です。これは僕の感覚か

らいうと準公用車というふうに思っているんですね。だとすると、この35ページに書い

てある公用車というのは、あらゆる行政のなんといいますかね、処理に関わる住民の生

活に関わる車というのは、当然これはカーボン・マネジメントの削減の対象にするべき

だと思うのですね。例えば、準公用車に、電気自動車への購入の補助をするとかいろい
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ろな方法があると思うのです。具体的には分かりませんが、この時に、35ページの日常

的な自動車に関する取組のところを見ると、ちょっとその視点が抜けているなと。市長

さんが乗っている車が電気自動車になったからいいだろというわけではないと思います

ね。鎌倉にとっては非常に大きな問題ですね。 

植地次長 ごみの収集の委託ですが、この委託の仕様書では、九都県市の排ガスの基準を

満たした車を使用するということは、仕様書の中で唱っていまして、それの導入は基本

的にはやって頂いていますが、確かに電気自動車の導入には至っていません。 

中村委員 排ガス規制ですね。要するに窒素酸化物の排出を抑えるための機器を、触媒を

付けているというのが条件だと思うのですけど、触媒を付けているというのは、例えば

東京都はもっとやっているわけですよね。鎌倉ではさっきも言ったように、ごみの分別

収集ということに非常に先進的なことをやっている。さらにこの収集の車については従

来の窒素酸化物の削減するための触媒ということだけではなくて、例えば電気自動車を

使うとかトラックを使うとか、そういう事まで含めた、一歩先を行く目標を掲げたほう

が僕はいいと思います。ということです。老人介護施設の送り迎えも含めて、この地域

に見本となるような取り組みをしなければいけないと思います。お金はかかりますけど

ね。きっと。 

猿田会長 ですから老人介護に限らず、車での移動は多方面にわたるわけで、その中でど

れだけ温暖化対策に寄与するような車にするかということになると、基本的な問題です

よね。車の構成そのものがどうなっているのかということであって、従来のようなディ

ーゼルでいいのか、ガソリン車でいいのか。なるべくハイブリッド車にしましょうとな

ってくるわけです。あるいはＥＶ車にしましょうとなってくるわけです。またさらに一

歩進め燃料電池車にしましょうということになるわけです。どこまで個人の所有権に対

して、強制できるかという問題もありますよね。市が介入するか、すべてそうしなけれ

ばならないという規制まで進むのかこれはまた難しいのでしょう。ご意見はわかります

よ。ある意味ではもっと進めて、一歩先んじて考えればそこまでいかなきゃいかんだろ

うということがわかるけど。現実の関係の中で補助金とか財政的な兼ね合いの中で、模

範解答としては、当然そうあるべきだろうということで、難しいところです。 

中村委員 市庁舎を新しくしなければ全部出来る。すみません。余計なことを言って。 

猿田会長 そういうことから始まるんですよね。みんな少し我慢すればいいだろうってこ

とにもなりかねないので。 

中村委員 記録に残さなくていいです。 

猿田会長 それだけ環境問題というのは、生活の中であらゆるところに関係してくるんで

すよね。 

小田委員 15ページなんでけども、15ページのグラフの図3-6、図3-7ですが、縦軸の表記

が抜けていて、ＣＯ２の排出量の表記が無いということと、15ページの中で、下の方の

注釈の中で「※ＣＯ２の排出量は、ＣＨ４排出量、Ｎ２Ｏ排出量に係数を乗じて」とある

のですが、ＣＨ４は、もしかしてＣＯ２ではないかなという感じがしまして、グラフの

中にある注釈も「走行によるメタン及びＮ２ＯのＣＯ２換算値」とあるんですが、メタ
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ンというよりはＣＯ２だという気がしまして、元の部分を確認してください。 

戸川補佐 はい。わかりました。 

小田委員 同じ記載が49ページから53ページにも、走行のCO2排出はメタンの排出になっ

ているので、少し見直していただけたらと思いました。 

小田委員 メタンの排出量じゃないんじゃないかなと思います。 

猿田会長 メタンが発生する。 

小田委員 ＮＧＶだったらＮ２Ｏとメタンが発生することがありうるかもしれないですけ

ど、それ以外の場合は 

猿田会長 確認して。 

戸川補佐 確認いたします。 

小田委員 ちょっと違う部分でよろしいでしょうか。31ページに図の５-1というところで

ロードマップのそれぞれの施設に対して、何をやるかというのが書いてあって、私が是

非お願いしたいなと思いましたのは、一般廃棄物処理施設、もしくは下水道施設の中で、

どうしても再生可能エネルギーの導入と出ていますが、そうではなくて施設特有の未利

用エネルギーの活用の部分がすごく大事だと思いますので、そういったものが施設特有

の設備方針の部分で状況を考えて実施し、その中で未利用エネルギーの活用を考えると

書いていただけると。抑えるべきところなのかなと感じました。あとは、これは書くべ

きかどうかわからないのですが、どれも設備更新だとか再エネだとか書かれていて、細

かく見ると、待機電力の削減みたいなものについて、それをどう書くのがいいのかな、

こうしたらいいというのがあるといいんですが、そういう視点もあるといいかなと思い

ました。以上です。 

猿田会長 事務局わかりましたか。 

戸川補佐 はい。 

猿田会長 32ページのね。この中で前のところにも出ているんだけど、例えば鎌倉市役所、

2020年運用改善試行・実施（空気比調整）ってあるけども。下の方でも福祉施設のとこ

ろにも、あえて（空気比調整）と入っているのはどういう意味。当たり前のことだけど。

よっぽど今まで悪いってことなの。 

戸川補佐 省エネ診断の中でこういう運用改善をしたら、エネルギーの使用が減らせます

よというアドバイスを受けています。 

猿田会長 エネルギー管理者がいればこんなことはないはずなので。一般的には。 

植地次長 原課からはこの部分について、入れないでほしいという指摘はなかったのです

が、もう一回確認してみます。 

猿田会長 基本的なことが分かってないのってことになるんでね。鎌倉何やっているんだ

よってことになるから恥ずかしい。他にいかがでしょうか。 

戸川補佐 今の部分につきましては、37ページ、38ページにも削減の試算効果を省エネ診

断に基づいて書いておりまして、例えば、鎌倉市役所ですと37ページの対策番号3-1の

部分で、運用改善で吸収冷温水機の空気比調整です。 

猿田会長 書いてあるから余程悪いのか、いいでしょう。ほかにいかがでしょうか。 
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山本委員 25ページに資料があって、施設分類ごとの目標削減率が書いてありますが、こ

れは無理なお願いかもしれないですが、こういった分類ごとの実際ここではそれぞれの

施設によって新たな設備を導入したり、或いは運用を変えたりしていると思うのですが、

それに係るコストですね。つまりコストあたりの削減量はどれくらいなのか、だいたい

がわからないのかな。私の意見なんですが。同じコストを導入しても、多く削減できる、

或いは少ししか削減できない、違いがあると思うのですね。より少ないコストで多くの

削減できる、そういったことが出来ると思うのですが、それには大雑把なコストが分か

らないので、今回いろいろな施策が載ってきているが、施策毎にコストがだいたいこれ

ぐらいだよというのが分かってくれば、そういった効率、コストあたりの削減量の効率

みたいなものがわかれば、効果的な施策みたいなものがわかってくる気もするのですが、

現段階ではそういったコストの見積は出来ないのですか。 

戸川補佐 省エネ診断の中では、こういう機器に替えたらいくらかかってそれが何年で、

電気代と比べて回収できる等々の計算は出しているんですけども、計画全体として金額

がいくらかかるということを算出するのは難しいです。 

山本委員 実際にはこれから予算を計上してから、入札をやったりすると思うのですが、

今の段階でもうちょっと大雑把でいいから出来るといいなと思いました。 

戸川補佐 コスト意識を持ってというご意見を頂きまして、23ページのところに費用対効

果も考慮します。という部分は記載させて頂いたのですが、個々の積み上げというのは、

難しいです。 

植地次長 今の段階で具体的な数字まで出すのはちょっと難しいです。 

山本委員 概算で、もちろん詳細には出ないと思うのですが概算で。予算というのは税金

なんでやっぱりそこは全然見ないで、いいとか悪いとかいうのはちょっと気が引ける。 

猿田会長 難しいところがありますよね。予算が係るから我慢しよう。金がかかってもや

らなきゃいけない、ＣＯ２削減対策、グローバルな話でどう対応するかになりますけど

ね。難しいところなんですけども。 

中村委員 電気自動車を使うからたくさん使っていいということにはならないということ

ですよね。要するにＣＯ２削減するから何してもいいんだと、市民は決して見ていない

んです。 

戸川補佐 既存照明のＬＥＤ化についてスケジュールをご説明しましたけれども、各施設

蛍光灯はたくさんあるんですが、年間の点灯時間の長い物を中心に考えておりますので、

倉庫とかで通常は消灯している照明まで変えるということは行いませんので、当然やる

にあたっては、費用対効果を考えてＬＥＤ化は行います。最低でも一日８時間ついてい

るような箇所、そういうところ、それ以上の箇所について実施しようとしています。 

中村委員 やることは間違っていないと思うのです。それをいかに市民の利としてきちん

と表現できるかというところにつきると思うのですよ。こういうことをすることによっ

て市民生活の中で、きちんとして削減が出来ていますよということを説得するような資

料にはちょっとなっていないかなって気がする。難しすぎて。山本委員のおっしゃって

いることは当然だと思います。ＣＯ２が削減されるそのことの効果と費用というものが
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きちんと記載されていなければ安心できない。 

熊田委員 本論とずれてしまいますが、環境部長もおられるのでお伺いするのですが、先

ほどの公用車の話にも関連するのですが、鎌倉の市内のちまたで何が話題かと申します

ね、高齢者の免許の返納率が一番低い。そういう意味でいいますとね、高齢者の事故の

問題に絡みますけども、お宮さんの宮司さんもこの間言っていましたけども、この辺の

人はバスの便が悪いから、95歳ぐらいになってもみんな運転していますよ。という話な

んですよね。バスの話もついでで言いますとね、川崎市や横浜市に比べて、鎌倉市は何

も高齢者に対する便宜を図ってない。早く言えば、割引をいくらしますよとか、バス会

社が好意的に、半年二万円で定期あげますというような、バス会社の好意でやっている

ことはあるけども、鎌倉市としては何もやっていない。川崎市などは返納者に対して優

遇措置があって、鎌倉市は市議会でも市長は返答に困っていましたよね。本当に答えよ

うがないわけです。予算次第です。こういった具合で返事をしているわけですよ。この

へんに対する行き方はどっちの方向へいくんだろうと、さっきから聞いていたんですが、

これは高齢者の話ばかりやると、もっと話が何にも取り上げないのとこういう話になっ

ちゃうのですが、部長さんや市議会なんなりで返答も出ていましたけどね、どんな方向

に行きそうなんですかね。 

能條部長 高齢者の事故も大変話題になっているんですが、免許の返納は福祉の方でも検

討は始めているようですね。高齢者の足というところで非常にお困りの方もいらっしゃ

るし、外出支援、外出するというのは非常に健康のために大事なことなので、福祉の方

では検討していますが、方向性までは結論がでていないと思いますけど。 

熊田委員 事務事業編で、公用車の話、こういうのを強調して書くとね、環境部のほうで

はこんなことを考えているよ、市で問題にならない。他の方はもっと考えないの。計算

しなくても効果が大きいですよね。それはね、今ね、どっちかと言えば市民サイドの組

織建てどうのこうのではないのですが、話題なんですよ。市議会でも当然話題になって

返答に困っていたんだから。このへんは少し環境としてもどういう書き方をするか市長

が考えたほうがいいんじゃないですかね。 

猿田会長 「環境としての」とおっしゃいますけど、どこまで高齢者のね。 

熊田委員 市議会では比較した数字は出ていないですけどね、このへんで言うと川崎が一

番数字的にはいいのかな。それから横浜がいいですよね。それに比べて鎌倉は一番高齢

者が多いのに、何でこんなんだ。こういうのもどこかで今噴出しそうなんですよ。余分

な話ですけども。 

猿田会長 行政でやるとしたら福祉関係でしょうね。環境というより福祉関係。というの

は、あと介護の問題とかいろいろ関連してきますから。単なる環境ではなく、健康とか

の関連があるので福祉関係、或いは衛生関係っていうのかな。そういう福祉衛生的な、

国で言えば厚生労働省的なところで対応すべきでしょう。 

植地次長 あとは、交通弱者への対応ということで、交通政策課へも一度その点の確認を

してみたいと思います。確かに行政がやるだけではなくて、市によってはスーパー・マ

ーケットやデパートが巡回のバスを出したりして、買い物弱者を定期的に自分のお店へ
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繋げるといった対応がとられている市もありますので、そのような対応が今後出てくる

のかといったことも含めて、確認してみます。 

猿田会長 総合計画の中で対応すべきことですよね。総合計画の中で、老人対策を含め、

今の問題も含めて対応すべきことだろう。今度総合計画を見直すときはぜひそういうこ

とも含めて対応するようにしてもらえばいいんじゃないでしょうか。私も10年以上前に、

免許を返してしまいましたが。 

熊田委員 何もとっていない鎌倉市なんかはね、まったく特典がないんですよ。 

猿田会長 地域によっては、交通の便の良いとこでなくても、そう不自由しないところも

あります。公共機関が公営とかに限らず、民間にもバスが回っていればね、あまり影響

がないんでね。一日何回かしか来ませんとなるとね。なかなか買い物にも行けない。 

中村委員 ちょっと参考までに。鎌倉の公用車って何台ぐらいあるのですか。公用車って

いうのはいわゆる事業用ではなくて、ごみを積んだりではなくて、乗用車タイプ、いわ

ゆるハイヤータイプ、例えばえらい人が乗る黒塗りの。 

植地次長 ほとんどが公用車は軽自動車です。 

中村委員 テスラーがないのはわかっているんですが、そういう車は意外と少ないと理解

していいんですか。 

植地次長 はい。 

中村委員 市長さんもそういう車を使っているのですか。 

植地次長 基本的に市長も通勤は公用車ではないですね。できるだけ公用車の使用は控え

るというスタンスです。 

中村委員 公用車に乗っているんですよね。環境対策として。むしろ大事なのはそうでは

ないんじゃないですか。要するにそこでカウントしなくてはいけないのは、いわゆる準

公用車と言われるものがあるかしれませんが、公用に供している公用車ではない車です

よね。圧倒的に多いのは。 

植地次長 台数を比較したことは無いのですが、確かに委託に出している業務は大変多い

ので、その中で利用している車の台数もかなりの数だと思います。その車に対しては補

助制度みたいなものは一切ないですから、今後そういうものが環境配慮の中で導入して

行けるのかどうか、そういう車を所有しているところを優先的に委託業者に選定するか

どうか、そのような手法は今後の課題としていきます。 

中村委員 じん芥収集、今ごみ処理とはいいませんから。いわゆるリサイクルの分別した

ものを収集する。一日２回、３回まわってくるわけですよね。相当な量だということが

まず、一つですよね。そのことに対する配慮ということがまず一つ必要だし。もう一つ

現在、いわゆる介護施設にいろんな段階がいますけれども、でも一応公金が投入されて

いるわけですよね、介護施設に。その介護施設の中に老人を送り迎えするのがほとんど

個人の自家用車ですよね。自家用車が限られているわけですよね。もの凄く危ないわけ

ですよ。こんな車でっていう車で送り迎えする場合もあるわけですよ。そういう車に対

して環境審議会としての眼差しとしてどうみるかということですよね。見ていないんじ

ゃないかと思う今は。これはやはり近い将来、本当に今、見直さなきゃいけない問題だ
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と思います。本当に小さな路地の奥まで老人を送り迎えするために、車が入ってくるわ

けですよね。朝なんかは８割がたがその車なんですよ。本当にその意味では危ないし、

ＣＯ２を排出しているし、そういうところにこそ、例えばＣＯ２の排出のない車を手当

してやるべきだとそういう気がしますね。 

猿田会長 今のはご意見として。今すぐ対応するのは難しいので。 

戸川補佐 確かに中村委員さんがおっしゃることは非常に大事だと感じております。ただ、

事務事業編の中では、申し訳ないのですがルールで、市が所有している車のＣＯ２排出

量を計画の中ではカウントせざるを得ないというルールになっていますので。台数につ

いては本日の貸出資料の鎌倉市環境白書の143ページにこの５年間の推移を記載してい

ます。公用車の台数につきましては軽自動車が多いですが、車両台数が29年度実績では

196台ということで143ページに記載しています。 

中村委員 結構多いですね。これは公用車ですよね。借り上げている準公用車というのは

入っていないですよね。 

戸川補佐 入っておりません。 

猿田会長 準公用車という考えを持つか持たないかですね。そのへんの難しさがあります。

今日のところはご意見として賜ります。 

亀山委員 全部で３つ意見があるのですが、その前に山本委員がおっしゃったご意見に追

加させて頂きたくて、費用対効果を計算するというのを私も思いまして、今後、費用対

効果を計算する機会があるのであれば、導入に必要な費用だけでなくて、導入したこと

によって、節電しますからそれだけ光熱費は減るわけですよね今後何十年間。その光熱

費が減った分ちゃんと差し引けるような形で、費用対効果を出して頂かないと単にマイ

ナスが出るだけなので、そこはご配慮頂ければと思います。それ以外に３つなんですけ

ども。一つ23ページ目で、施策２の再生可能エネルギーの導入で、これは計画の中でも

主要な柱の一つなんですが、導入の仕方って２種類あって、一つは屋根の上にパネルを

取り付けるやり方、二つ目は外から再生可能エネルギーを購入するやり方、調達するや

り方ですよね。この少し後の28ページを見ると、私が今申し上げた２種類のやり方、パ

ネルを取り付けるのが４）で、調達が５）なんですけども、いろいろ書いてあるんです

けども、23ページのほうの施策を見ると、なんとなく前者しか想定されないような書き

方になっていますよね。それで、ここ数年のすう勢をみますと自治体さんはどちらかと

いうと、調達のほうにシフトしていまして、いくつかの先進的な自治体さんはＲＥ100

と聞かれたことがあるかもしれませんが、自治体が使う電力は100％再生可能ネルギー

にしますと宣言をする自治体がどんどん増えています。それは、自分たちの屋根の上に

パネルを取り付けることではなくて、調達で100にしようとしているんです。なので、

どちらかと言うと、私は調達が今後広がっていくことを念頭においた書き方をされたほ

うがいいと思うし、鎌倉市さんが調達先として、想定されているのが、横須賀バイオマ

スエナジーらしいですけども、より幅広な可能性を含めた書き方をされたほうがいいの

かと思います。それが一つ目です。二つ目は、鎌倉らしさとも関係するのですが、エネ

ルギーに関しては、かなり頑張っていらして、すごく完成に近いなっていう印象を受け
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たんですね。それで、国も2030年目標の中には、化石燃料燃焼起源の排出量の数字を削

減するだけじゃなくって、森林を保全するとか、木を植えるとか、吸収した分を差っ引

くという部分を入れているんですよね。それで、日本国内でも森林を持っている自治体

さんは森林保全部分をカウントするんですけども、鎌倉市さんはそれほど大きい森林は

ないということで、カウントしないですよね。もちろん鎌倉市さんで１％２％といった

数字がでるような森林には到らないとは思うのですが、森林が持つ機能としてＣＯ２を

吸収する機能だけじゃなくって、木陰を作ってその場の気温を下げるという効果があり

ます。その分を地域全体の気温が下がるんですよね。水分を蓄えるので。そういった効

果もあるので今から新しい項目を入れるのが可能であれば、私が想定したのは、23ペー

ジの施策４のその他の対策の推進のところに、ちょっとした公園とか小学校、中学校の

校庭の端っこの方とかそのあたりに大きくなるような木を是非植えて頂いて、それが10

年20年と育った時に木陰を作って、それから環境教育の効果が出ると思いますので、よ

く葉っぱが落ちて邪魔だということもありますけれども、やっぱり緑の鎌倉っていうの

を残す観点からもそういう目標をおいてもいいのかな、年に何本ずつ植えていきますみ

たいな植樹目標みたいなものを掲げるのも鎌倉市としてユニークな取組なのかな。それ

が２点目です。３点目は導入部分のところですが、４ページ目のコラムなので別に本筋

に関係なくて、間違いではないのですが、私から言うとすごく古い。内容が４年前の記

載なんです。パリ協定の説明が２ページ目の上のほうに書いてあるので、今さら４ペー

ジ目で、コラムでパリ協定と言葉もないような文章を書く意味がよく分からないと思っ

たんですね。世界ではむしろパリ協定以降４年間ぐらいすごく動いていて、例えば、先

ほどのＲＥ100の取組とか、企業の取組とか自治体の取組、それからイギリスとかだと

風力発電とかをすごく導入していて、イギリスは1860年代19世紀より排出が減っている

んです。そのぐらいの、日本人から考えると想定外の削減が実現できている国が世界の

中には出て来ているので、ちょこっとした事例を紹介するのも面白いかなって思ったん

ですね。このままだとすごく古い印象を受けました。 

猿田会長 ４ページに削減目標がありますよね。何年比というのは1990年の時のまさに京

都議定書の時代の話でもありますよね。 

亀山委員 1990年か2005年かどちらかです。日本だけが唯一2013年というよくわからない

基準年。 

猿田会長 このへんどうなんですか。国際会議などに参加なさっているから。 

亀山委員 それは各国の判断に任されているんです。しかし、実は今世紀末ゼロという目

標が出来てしまったので基準年が何年でもいいんです。基準年を何年にするかの重要性

はそれほど大きくない。 

猿田会長 ただ基準年とパーセンテージを出すとだいぶ違いますよね。増えてからの40％

と90年代の40％じゃ、数値的にも量的にも違ってきますよね。最終目標はバランスとっ

てゼロにしようというけども、ありうるのかどうかは疑問が残るけども、そうなると途

中の経過とうちは40％ですでは、基準年何年なのって聞いてみるとまだ少ない時代の

40％と増えてからの40％とでは削減しようとする努力がだいぶ違ってくるなという感じ
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がするものですからね。このへんもどう考えたらいいのかな。 

亀山委員 この図も載せなくていいのかな。今から作文するのがつらいってことであった

としても、上から５行目６行目は日本語としてちょっとおかしいです。「各国の削減目

標が国連気候変動枠組条約事務局に約束草案が提出され、各国が地球温暖化対策に向け

た取組みを進めています。」「が」が２回ある。日本語としておかしいので直して下さい。 

植地次長 ここは再度直します。 

猿田会長 亀山委員に対して事務局から何かありますか。 

植地次長 ここについては、環境省でもパリ協定後の動きについていろいろホームページ

で紹介されていますので、そういうのを参考にしながら改めて考え直します。 

猿田会長 今でもまだ認めないっていうのもいるけども。 

亀山委員 トランプさんは認めましたよ。しかしパリ協定には入らない。 

中村委員 ３ページのSUSTAINABLE DEVELOPMENTのロゴというかマークですよね。うちな

んかのマンションではクリーンステーションに大きくコピーして貼ってあるんですけど

も、そういうような、例えばＬＧＢＴの人たちが虹の旗を掲げてデモをしますよね。そ

れによってＬＧＢＴの旗って認識が出来るわけですよね。そこからＬＧＢＴって何だろ

うって興味が湧く。こういうロゴマークにはそういう力があるわけですから、なんかそ

ういう意味で、例えばクリーンステーションでこういうものを提出できるような大衆性

のシールであるとか、そういうものを積極的に作って欲しいと思います。これなんだろ

うと思うんです。良さそうだなってことはわかるんですが難しい。 

猿田会長 普通は行事を行うときにね、プリントしたものを皆さんに配るとかそういうこ

とです。旗にして振るわけにもいかないでしょうけども。今のは、ありがとうございま

す。 

村田委員 先ほど亀山委員のお話をうかがい思ったのですが、実際私自身も海岸沿いが実

家なのですが、この時期歩いていると暑くて、街路樹が、木陰をつくるという役目は果

たしきれていないように思います。父も最近、暑すぎて男の日傘を買ったと言っていま

した。ヤシの木のような木は、海辺でも枯れにくく、景観的にもよいのでしょうが、木

陰を落とすような木の方が、ヒートアイランド化を防ぐ意味でも環境にも優しい街路樹

といえるのでは思いました。またＳＤＧｓの中に、生物多様性という項目も入っていた

と思うのですが、せっかくなら緑化することがある時には、在来種の植物を使うと、

「鎌倉らしさ」を活かした温暖化対策という意味にもつながり、良いのではと思います。

スダジイやシラカシ、タブノキなど。そうすると鎌倉らしい森や緑を再現しつつ、緑化

も出来ていいのではと、アイディアとして思いました。 

猿田会長 植樹というのはスペースさえあれば出来ることなので。他に比べれば鎌倉は緑

も多い方だと思うけれども、それでも少ない。 

亀山委員 減っています。 

猿田会長 減っているのか、なるほどね。 

川口委員 今おっしゃられたようにＳＤＧｓで上げている目標の中では目標15に森林や緑

の持続的管理がありますね。せっかく今そういうふうにご意見が上げられたので、ＳＤ
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Ｇｓの目標とも関連して考えてゆく必要があろうかと思います。 

猿田会長 今日沢山のご意見いただきましたので事務局のほうでも整理し直して、入れる

べきものは入れて加筆訂正して下さい。それでは、次の「その他」に移らせていただき

ます。では、事務局から説明をお願いします。 

 

議題３ 「その他について」 

戸川補佐 「その他について」説明。 

猿田会長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございますか。なければ本日の審

議会はこれで終わらせて頂きます。 

 


